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奨学金の支給要領及び受給資格・要件について 

（2026 年度 全学サマープログラム（派遣型）募集要項用） 

 

2026.4 

東京大学本部国際教育推進課 

 

 

１．プログラム付属奨学金の申請方法 

  本文書をよく確認した上で、以下の奨学金受給希望調査フォームに必ず回答すること。締切までに奨学

金受給希望調査フォームに回答がなかった場合、奨学金を希望しない者とみなす。 

 締切：2026年 5月 29日 正午（日本時間） 

https://forms.office.com/r/7AYzX3T7k5 

  ※UTokyoアカウント（*数字 10桁*@utac.u-tokyo.ac.jp）でログインすること。 

 

2．プログラム付属奨学金の支給要領 

 本プログラムの参加者には、以下の要領にて希望者のうち対象者に奨学金（返済不要）を支給する。 

  

(1) 奨学金の種類 

奨学金の種類は、①日本学生支援機構（JASSO）の 2026年度海外留学派遣支援制度（協定派遣）

（以下、「JASSO協定派遣奨学金」とする）、②財団または個人等からの寄附による奨学金、③東京

大学からの奨学金のいずれかとなる。 

 

(2) 資格・要件、支援内容及び支給基準・方法 

原則として、全ての奨学金について、以下の「2．JASSO協定派遣奨学金受給の資格及び要件」、

「JASSO協定派遣奨学金」の支援内容及び支給基準・方法に沿って、奨学金を支給する。（奨学金月

額は別紙の「派遣先地域による奨学金月額」参照）ただし、「JASSO協定派遣奨学金」以外では、渡

航支援金は支給しない。 

以下の「2．JASSO協定派遣奨学金受給の資格及び要件」において、成績評価係数のみ基準を満たせ

なかった場合は、以下の「(6) 財団または個人等からの寄附による奨学金」を支給できる場合があ

る。 

 

(3) 渡航支援金（家計） 

特定の家計基準を満たすことを書類によって証明できる場合、月額の奨学金に加えて、「渡航支援金

（家計基準）」16万円を支給できる場合がある（「JASSO協定派遣奨学金」の受給者のみ）。詳細は

「奨学金受給希望調査」で受給を希望し、受給資格を満たす予定の学生に別途通知する。 

 

(4) 日本の永住権を持たない者 

日本の永住権を持たない者が、「3. JASSO海外留学派遣支援制度（協定派遣）による奨学金受給の資

格及び要件」の(1)以外の要件を全て満たす場合は、JASSOと同条件で別の奨学金を支給する（渡航

支援金（家計）の支給を除く）。 

 

(5) 財団または個人等からの寄附による奨学金 

①JASSO協定派遣奨学金の対象とならなかった希望者については、学内選考順位等に基づき選考し

②財団または個人等からの寄附による奨学金、③東京大学からの奨学金を支給する場合がある。 

 

(6) 他の奨学金との併給 

他団体等から、本プログラム参加のために、プログラム付属奨学金で支給する月額以上の奨学金を受

けている場合や、本プログラム参加のために「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN

新・日本代表プログラム【大学生等対象】～」の奨学金を受給している場合等は、プログラム付属奨

学金を支給しない。（併給規定については、3.(7)参照） 

(7) 国費留学生 

https://forms.office.com/r/7AYzX3T7k5
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国費外国人留学生については、本奨学金は授業料・旅費の一部として使途を特定して支給するため、

本奨学金を受給可能な場合があるが、国費外国人留学生制度の定めにより支給できない場合もある。

詳細は所属部局（学部・研究科）の担当部署に確認すること。 

 

(8) 奨学金の返納 

留学を中断・休止した場合、既に支給した奨学金の全額又は一部を返納する必要がある。留学を中

断・休止しなければならない場合は、早急に本部国際教育推進課へ連絡すること。また、奨学金受給

者が、募集要項に記載の申請資格に反する事実が判明した場合、又は受給者として適当でない事実が

あったときも、受給済奨学金の全額又は一部を返納することが求められる。 

 

3．JASSO協定派遣による奨学金受給の資格及び要件 

本学の正規の課程に学位取得もしくは卒業を目的に在籍し、本学が実施する奨学金支給割当を受けた派

遣プログラムに参加を認める者で、次の(1)～(10)に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者 

(2) 学生交流等に関する協定等に基づき、派遣先大学等が受入を許可する者 

(3) 経済的理由により、自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難な者  

(4) 派遣プログラム参加にあたり、必要な査証を確実に取得し得る者 

(5) 派遣プログラム終了後、本学に戻り学業を継続し、本学の学位を取得する者又は卒業する者 

(6) 本学における学業成績が優秀で人物等に優れており、かつ、次に定める方法で求められる、本学にお

ける留学プログラムの学内選考時の前年度の成績評価係数が 2.30以上（3.00満点）である者。なお、

前年度の成績がない場合は、原則、選考時の前学期分の成績から算出するものとする。また、前年度

の成績を含めた入学時からの累計の成績評価係数が 2.30以上あれば、同等とみなす。 

 

・学部1年次1学期目の者は、高等学校3年次の成績から算出する。 

・修士1年次1学期目の者は、本学または他大学の学部最終年次の成績から算出する。 

・博士1年次1学期目の者は、本学または他大学の修士最終年次の成績から算出する。 

・前年度休学者は前々年度の成績から、前年度後期休学者は前年度前期の成績から算出する。 

 

---------------------------- [成績評価係数の算出方法例] （UTAS上で自動計算*される）---------------------------- 

*UTASでの申請書提出後、本部国際教育推進課が学内選考時に使用する最新の成績にもとづく。そのため、学生の申請時点

の成績から変更する可能性があることに留意すること。 

下記の表により「成績評価ポイント」に換算し、計算式に当てはめて算出（小数点第３位を四捨五入） 

 

成績評価 

4段階評価(パターン 1)  － 優 良 可 不可 

4段階評価(パターン 2)  － Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

4段階評価(パターン 3)  － 100～80点 79～70点 69～60点 59点以下 

5段階評価(パターン 4)  100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 59点以下 

5段階評価(パターン 5)  Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

5段階評価(パターン 6)  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ 

5段階評価(パターン 7) ５ ４ ３ ２ １ 

成績評価ポイント  ３ ３ ２ １ ０ 

(計算式）  

(「評価ポイント３の単位数」×３)＋(「評価ポイント２の単位数」×２)＋(「評価ポイント１の単位数」×１)＋(「評価ポイント０の単位数」×０)  

総登録単位数  

 

注意）履修した授業について単位制を採らない場合や、高等学校3年次の成績で計算する場合は、上記計算式

の「単位数」をすべて「科目数」に置き換え、計算すること。  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(7) 本プログラム参加にあたり、他団体等（本学及び派遣先大学等を含む）から派遣プログラム参加のた

めの奨学金等（渡航に係る費用及び返済が必要な貸与型奨学金や学資ローンは含まれない）を受ける

場合、他団体等からの奨学金等の支給月額（複数の団体等から受ける場合は合計金額の月額換算額）

が、本制度による奨学金月額を超えない者 

※１：JASSOが実施する国内の奨学金「第一種・第二種奨学金」（貸与型）との併給は可能であ

る。なお、留学期間中の貸与を休止する場合は、国内の奨学金の担当部署（注 1）において期

日（注 2）までに休止手続き（「異動願（休止）」の提出）を行うこと。継続希望の場合、

「留学奨学金継続願」の提出は必要ない。 

※２：JASSOが実施する国内の奨学金「国の修学支援新制度による給付奨学金」との併給は認めら

れないため、必ず「給付奨学金」停止の手続きを行うこと。「多子世帯の授業料無償化」の

み支援を受けている者も「給付奨学金」停止の手続きが必要となるため注意が必要である。 

「給付奨学金」を停止中でも、修学支援新制度に基づく授業料免除は引き続き受けることが

できる。なお、留学期間中の給付を停止する場合は、国内の奨学金の担当部署（注 1）を通じ

て、期日（注 2）までに停止手続き（「異動願（停止）」の提出）を行うこと。 

※３：「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN新・日本代表プログラム【大学生等対

象】～」との併給は認められない。 

※４：「他団体等から派遣プログラム参加のための奨学金等」（以下、「他の奨学金」という。）とは派

遣学生に直接支給されるものを指す。クラウドファンディング等、プログラム参加のために

募った資金は他の奨学金に該当する。宿泊費や授業料等として在籍大学等から宿泊先や派遣

先大学等に支払われる場合は、他の奨学金には該当しない。 

※５：他の奨学金が月額支給でない場合は、月額に換算した額により確認すること。 

※６：他の奨学金に航空券代等の渡航に係る費用が含まれている場合は、その額を切り離したうえ

で、月額換算し、本制度による奨学金月額を超えないかを確認すること。 

※７：プログラムの目的・目標達成および学生の学修（研究）に支障がないと大学等が判断した場合

は、報酬を伴う研修やインターンシップ、アルバイト等についての収入は、金額に関わらず

本制度の奨学金と併給可能である。 

※８：他の奨学金を受ける際、支給団体側が併給を認めない場合があるので、当該団体に確認するこ

と。 

※９：在籍大学等や他の団体から、留学する・しないに関係なく支給されている奨学金・研究奨励費

等は、一部を除き、原則として他の奨学金には該当しないため、併給は可能であるが、奨学金

支給団体側が併給を認めない場合があるので、当該団体ならびに国内の奨学金の担当部署（注

１）に確認すること。 

 

（注１）○教養学部生（前期・後期）の場合： 教養学部等学生支援課奨学資金チーム 

         s-shikin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

○それ以外の学生の場合：本部奨学厚生課奨学チーム 

         syougaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

（注２）休止・停止を希望する場合は、休止・停止開始月の前月 20日まで（ただし、教養学部生

は奨学資金チームの指示に従うこと） 

 

(8) 奨学金支給団体（JASSO等）及び本学が指定する報告書類に十分な内容を記載し、指定の期日までに

提出できる者。また、派遣終了後のフォローアップ・進路状況調査等の依頼に協力できる者 

(9) 奨学金支給団体から依頼があった場合に、学内選考時に提出した情報（氏名・連絡先・所属等）を本

学から提供することを了承できる者 

(10) 外務省の「海外安全ホームページ」上の海外安全情報（危険情報）「レベル２：不要不急の渡航は止め

てください。」以上に該当する地域以外に派遣される者 https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

※派遣学生として登録する時点で、派遣先大学等の所在地が海外安全情報（危険情報）「レベル２」以

上に該当する地域になった場合は、本制度の派遣学生として登録することは認められない。また、留

学期間中に海外安全情報（危険情報）「レベル２」以上に該当する地域になった場合は、奨学金の支

給を原則見合わせる。 

mailto:s-shikin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
mailto:syougaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
https://www.anzen.mofa.go.jp/


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


